
 

 

 
関西広域連合協議会委員の改選に係る公募委員の募集について 

 
令和３年５月27日 

本 部 事 務 局 
 

 関西広域連合協議会の委員の任期満了に伴い、改選を行います。 
地方分権や広域行政等に深い関心を持ち、生活者の視点から協議会で積極的に発言してい

ただける方の参加を求めるため、下記により、その委員の一部を公募します。 

 
記 

 
１ 募集人数  ８名以内（公募以外の委員を含めた委員総数は６７名程度） 
        各府県１名程度を想定 
 
２ 任  期  令和３年９月１日から２年間を予定 
 

３ 応募方法 

  以下の書類を郵送により提出 
(1)  関西広域連合協議会公募委員応募申込書 

(2) 次のテーマに係る 800 字以内の小論文（様式自由） 

「関西広域連合に期待される役割について」又は「関西圏域における課題について」 

 

４ スケジュール 

５月 27 日（木） 公募案内開始（募集は６月１日（火）開始） 

６月 25 日（金） 公募締切（当日消印有効） 

７月 16 日（金） 一次審査（書類選考） 

７月 30 日（金） 必要に応じて二次審査（一次審査通過者を対象とする面接審査） 

８月 26 日（木） 委員案について広域連合委員会で報告 

〃 応募者宛に結果通知 

９月 １日（水） 委員委嘱 

 
５ 応募先・問合せ先 

 〒530-0005 
  大阪府大阪市北区中之島５丁目３番 51号 大阪府立国際会議場 11階 
  関西広域連合本部事務局連携推進課 
  TEL:06-4803-5612  FAX:06-6445-8540 E-mail:webmaster@kouiki-kansai.jp 

資料４
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関西広域連合協議会委員公募要領 
 
１ 目  的 

  この要領は、関西広域連合協議会委員（以下「委員」という。）の公募に関し、必要な事項を定

めることを目的とする。 
 
２ 応募資格 

応募者の資格は、次の要件を全て満たす者とする。 

(1) 一定の地域活動等の実績を有する者その他広域行政に広く関心・見識を持つ者で、年２回程度

の関西広域連合協議会（以下「協議会」という。）に出席して積極的に発言できること。 

(2) 関西広域連合構成府県（滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・奈良県・和歌山県・鳥取県・徳島

県）内に居住又は通勤・通学していること。 

(3) 委員就任時点で、満１８歳以上であること。 

(4) 国会若しくは地方公共団体の議員又は常勤の公務員でないこと。 

(5) 関西広域連合の他の附属機関等の公募による委員を兼ねていないこと。 

 

３ 募集人員 

公募による委員は、８名以内とする（関西広域連合構成府県から各１名程度）。 
 
４ 委員の任期 

委嘱の日から２年以内 
 
５ 委員の責務等 

(1) 委員は、協議会に出席し、自らの学識、経験等に基づき、自己の責任において議論に参加する

こと。 

(2) 委員は、その地位を政治目的、営利目的又は宗教的目的に利用しないこと。 

(3) 委員は、その立場上、知り得た秘密を守ること。 

 
６ 応募方法 

  応募に当たっては、次の書類を提出するものとする。 
(1) 関西広域連合協議会公募委員応募申込書（別紙様式） 

(2) 「関西広域連合に期待される役割について」又は「関西圏域における課題について」をテーマ

とした８００字以内の小論文 

 

７ 選考 

(1) 公募委員の選考に当たっては、選考委員会を設置するとともに、その審査基準を定め、応募申

込書及び小論文（また、必要に応じて面接）により公正な選考を行うものとする。 

(2) 選考結果は、速やかに応募者全員に通知するものとする。 

 

８ 選考委員会 

(1) 選考委員会は、次の職にある者をもって構成する。 

ア 本部事務局長、本部事務局参与（連携担当）、本部事務局次長、本部事務局連携推進課長 

イ 構成府県市の企画担当部署の責任者等 

(2) 選考委員会には、選考委員長を置き、本部事務局長の職にある者をもって充てる。 

(3) 選考委員会の庶務は、本部事務局連携推進課及び各府県市担当課において処理する。 
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９ その他 

(1) 応募に際しての重大な虚偽が判明した場合又は、委員の責務を遵守しない場合は、委員の委嘱

を解くものとする。 

(2) この要領に定めるもののほか、委員の公募に関する事項等については、必要の都度、別途定め

る。 

 

10 施行期日 

この要領は、平成２３年６月２５日から施行する。 

 

 附 則 

この要領は、平成２５年６月２４日から施行する。 

附 則 

この要領は、平成２７年６月１７日から施行する。 

附 則 

この要領は、平成２９年６月９日から施行する。 

 附 則 

この要領は、令和元年６月２１日から施行する。 

 附 則 

この要領は、令和３年５月１３日から施行する。 
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関西広域連合協議会公募委員応募申込書 

 

ふ り が な  

性 別 男 ・ 女 
氏     名 

 

 

 

職     業 

 

 

 

 

生年月日 
 

及び年齢 

年  月  日生 
 

満   歳 ※令和３年９月１日現在 

住     所 

〒   － 

 

 

 

連 絡 先 

電話番号 

 
（ 自宅 ・ 勤務先 ・ 携帯 ）※該当するものを○で囲んでください。 
 

     ―      ― 

Ｅメール 

 

 

 

興味分野・テーマ 
 

 

略   歴 

・ 

自己ＰＲ等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「関西広域連合に期待される役割について」又は「関西圏域における課題について」をテーマとし

た８００字以内の小論文（様式自由）を併せて提出してください。 
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